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                            農 林 水 産 省 

 

令和６年度の経営所得安定対策等に関する 

立入調査の結果について（一部修正） 
 

経営所得安定対策等の交付金の交付に当たって、適正な執行に資するよう、地方

農政局等の職員が農作物の販売伝票や圃場における作付状況等の確認を行う「立入

調査」を実施しています。今般、令和６年度に実施した立入調査の結果をとりまと

めましたのでお知らせします。 

 

１ 業務点検調査  

業務点検調査については、地域農業再生協議会の交付金の交付事務手続きの適

正性を確認するため、 

① 前年度に交付金の交付事務手続の瑕疵に関して指導を実施した地方農政局

等においては、指導を実施した全ての地域農業再生協議会 

② 前年度に①の指導を実施していない地方農政局等においては、地方農政局

等の管内の県域拠点等につき１地域農業再生協議会 

に対して調査を実施するものであり、結果は以下のとおりです。 

 

○業務点検調査対象協議会数（令和６年度実績） 

                                                                          （単位：件） 

交付金名 交付申請件数 調査実績 指導件数 

畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策） 39,391 118 23

収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策） 48,964 86 5

水田活用の直接支払交付金 252,230 322 125

 

２ 疑義調査  

疑義調査については、交付申請者が交付金の受給に関して不適切な申請を行い

又は適切な生産を行っていない等の交付要件違反等に関する疑義情報、関係機関

において交付金の交付について不適切な事務・経理処理等が行われている等の疑

義情報の提供があった場合に実施するものであり、結果は以下のとおりです。 

 

（１）畑作物の直接支払交付金に係る調査 

① 農業者が国に提出した農産物検査結果通知票及び販売伝票等の証明書類

について、改ざん（偽装）していた事が判明したため、交付金の返還措置

を講じました。 

② 農業者が作付けた大豆について、適正な栽培管理が為されていなかった

（捨てづくり）ため、交付金の不交付の措置を講じました。 



（２）水田活用の直接支払交付金に係る調査 

① 農業者が取り組んだ米粉用米について、主食用米のふるい下米及び色彩

選別機で除外された米等を故意に混入し、水増しした数量で出荷していた

事が判明したため、交付金の返還措置を講じました。 

② 農業者が取り組んだ飼料用米について、主食用米として販売（横流し）

していた事が判明したため、交付金の返還及び不交付の措置を講じました。 

 

〇疑義調査の調査結果  
（単位：件）  

調査期別 
 

調査件数 
 

交付金の返還又は支払対象からの除外 
交付金に係る
措置を講じる
必要がなかっ
たもの 

調査を
継続す
るもの  不作付 

新規需要
米等の主
食用への
横流し 

不十分な
栽培管理 

その他 

６年度 15[3] 4[3] 0 1 1 2 1 10 

５年度 6[1] 3[1] 0 0 0 3 0 3 

（注１）［ ］は、調査件数のうち、前年度から調査を継続しているものの件数 


